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平
日
の
夜
間
や
休
日
に
も

相
談
を
行
い
ま
す

夜
間
お
よ
び
休
日
納
税
相
談

●
本
人
が
申
請
す
る
場
合

【
そ
の
場
で
登
録
で
き
る
場
合
】

登
録
す
る
印
鑑
の
ほ
か
、
運
転
免
許

証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
官
公
署
が
発
行

し
た
許
可
証
や
身
分
証
明
書（
写
真
と
公

印
の
あ
る
も
の
で
有
効
期
限
内
の
も
の
）

ま
た
は
、
成
田
市
に
印
鑑
登
録
し
て
い

る
人
の「
保
証
書（
保
証
人
の
印
鑑
登
録

番
号
と
登
録
印
鑑
の
押
印
が
必
要
）」を

持
っ
て
市
民
課
、
下
総
・
大
栄
支
所
住

民
課
へ
。

【
そ
の
場
で
登
録
で
き
な
い
場
合
】

運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
が

な
い
場
合
は
、
本
人
確
認
を
す
る
た
め

「
照
会
書
」を
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
。
照

合
併
に
伴
い
、
今
ま
で
使
用
し
て
き

た
印
鑑
登
録
証
を
新
し
い
カ
ー
ド
に
交

換
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
今

ま
で
使
用
し
て
い
た
印
鑑
登
録
証
や
登

録
印
鑑
を
な
く
し
た
場
合
も
交
換
手
続

き
と
同
様
に
、
ま
ず
支
所
住
民
課
で
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

●
対
象

旧
下
総
町
・
大
栄
町
で
印
鑑
登
録
を

し
て
い
た
人

●
交
換
場
所

〇

旧
下
総
町
で
印
鑑
登
録
を
し
て
い
た

人
は
下
総
支
所
住
民
課

〇

旧
大
栄
町
で
印
鑑
登
録
を
し
て
い
た

人
は
大
栄
支
所
住
民
課

●
料
金
＝
無
料

●
窓
口
で
交
換
可
能
な
人

①
印
鑑
登
録
者
本
人

②
同
居
し
て
い
る
家
族

●
カ
ー
ド
の
交
換
に
必
要
な
も
の

①
旧
下
総
・
大
栄
町
の
印
鑑
登
録
証

②
窓
口
に
来
る
人
の
顔
写
真
付
き
の

官
公
署
発
行
の
身
分
証
明
書（
免

許
証
な
ど
）

本
人
と
代
理
人
で
は

手
続
き
が
異
な
り
ま
す

印
鑑
登
録

会
書
の「
回
答
書
」欄
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
登
録
す
る
印
鑑
を
押
し
、
本
人

確
認
を
で
き
る
も
の（
保
険
証
、
年
金
手

帳
な
ど
）を
持
っ
て
、
印
鑑
登
録
の
申
請

を
し
た
窓
口
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
、
そ
の
場

で
は
登
録
で
き
ま
せ
ん
。
登
録
す
る
印

鑑
の
ほ
か
、
本
人
が
代
理
人
に
印
鑑
登

録
の
申
請
を
依
頼
し
た
こ
と
を
証
明
す

る「
委
任
状
」が
必
要
で
す
。
本
人
の
意

思
を
確
認
す
る
た
め「
照
会
書
」を
自
宅

に
郵
送
し
ま
す
。
照
会
書
を
受
け
取
っ

た
ら「
回
答
書
」欄
に
必
要
事
項
を
記
入

し
て
登
録
す
る
印
鑑
を
押
し
、
印
鑑
登

録
の
申
請
を
し
た
窓
口
に
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、
回
答
書
を
本
人
が
持
参
で
き

な
い
場
合
、
委
任
状
と
代
理
人
本
人
を

確
認
で
き
る
も
の（
運
転
免
許
証
、
保
険

証
、
年
金
手
帳
な
ど
）が
必
要
で
す
。

●
本
人
が
申
請
す
る
場
合

本
人
が
登
録
印
鑑
を
持
っ
て
、
市
民

課
で
印
鑑
登
録
証
亡
失
届
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

●
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合

登
録
者
の
印
鑑
と
委
任
状
が
必
要
に

印
鑑
登
録
証（
カ
ー
ド
）を
な
く
し
た
ら

な
り
ま
す
。
ま
た
、
申
請
書
に
は
登
録

者
の
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
を
記
入

し
ま
す
の
で
、
代
理
人
に
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。
な
お
、
代
理
人
の
印
鑑
も
必

要
に
な
り
ま
す
。

●
本
人
が
申
請
す
る
場
合

本
人
が
印
鑑
登
録
証（
カ
ー
ド
）を
持

っ
て
市
民
課
で
、
印
鑑
登
録
廃
止
申
請

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合

登
録
者
の
印
鑑
登
録
証（
カ
ー
ド
）と

委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

申
請
書
に
は
登
録
者
の
住
所
、
氏
名
、

生
年
月
日
を
記
入
し
ま
す
の
で
、
代
理

人
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
代

理
人
の
印
鑑
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

＊
な
お
、
再
度
印
鑑
登
録
す
る
場
合
は

新
規
登
録（
初
め
て
の
登
録
）と
同
じ

方
法
で
す
。
代
理
人
の
場
合
は
、
即

日
登
録
は
で
き
ま
せ
ん
。
証
明
書
も

当
日
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
。

登
録
印
鑑
を
な
く
し
た
ら

※
印
鑑
登
録
は
、
市
民
課
、
下
総
・
大

栄
支
所
住
民
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
赤
坂
と
遠
山
の
分
室
で
は
登
録

で
き
ま
せ
ん
。
く
わ
し
く
は
市
民
課

（
1
20
‐
１
５
２
５
）へ
。

新
し
い
カ
ー
ド
に

交
換
が
必
要
で
す

旧
下
総
・
大
栄
町
の
印
鑑
登
録

市
税
の
納
付
に
つ
い
て
相
談
を
受
け

付
け
る
た
め
、
税
務
課
お
よ
び
各
支
所

で
、
納
税
相
談
の
夜
間
延
長
と
休
日
納

税
相
談
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
当
日
は
相
談
業
務
だ
け
で
な

く
、
市
税
の
納
付
窓
口
も
開
設
し
ま
す
。

納
付
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

納
付
書
が
手
元
に
な
い
人
で
も
、
窓
口

で
納
付
で
き
ま
す
。

●
日
時

〇

納
税
相
談
の
夜
間
延
長
＝
５
月
16
日

（
火
）・
23
日（
火
）・
30
日（
火
）
午
後

７
時
ま
で

〇

休
日
納
税
相
談
＝
５
月
28
日（
日
）
午

前
９
時
〜
午
後
４
時

※
く
わ
し
く
は
下
総
支
所
住
民
課（
1
96

‐
１
１
１
５
）ま
た
は
大
栄
支
所
住
民

課（
1
０
４
７
８
‐
73
‐
８
０
６
７
）へ
。

※
く
わ
し
く
は
税
務
課（
1
20
‐
１
５

１
３
）、
下
総
支
所
税
務
課（
1
96
‐

１
１
１
３
）、
大
栄
支
所
税
務
課

（
1
０
４
７
８
‐
73
‐
８
０
６
９
）へ
。

③
窓
口
に
来
る
人
の
印
鑑
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市
で
は
、
住
宅
金
融
公
庫
か
ら
資
金

の
融
資
を
受
け
て
市
内
に
住
宅
を
建
築

ま
た
は
購
入
し
た
場
合
、
次
の
条
件
で

利
子
の
補
給
を
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
＝
市
町
村
税
を
完
納
し
て
い
て

次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
人

〇

給
与
所
得
だ
け
の
人
は
、
金
銭
消
費

住
宅
を
建
築
・
購
入
し
た
人
に

市
が
５
年
間
利
子
補
給

住
宅
資
金
に
利
子
補
給

※
く
わ
し
く
は
営
繕
課（
1
20
‐
１
５

５
２
）へ
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
1
20
‐

１
５
３
１
）へ
。

市
で
は
、
い
ず
み
聖
地
公
園
で
返
還

さ
れ
た
墓
地
７
区
画
に
つ
い
て
、
５
月

19
日（
金
）か
ら
申
し
込
み
の
受
け
付
け

を
し
ま
す
。

●
申
し
込
み
が
で
き
る
人
＝
住
民
基
本

台
帳
、
ま
た
は
外
国
人
登
録
原
票
に

素
案
の
縦
覧
と
公
聴
会
を

開
催
し
ま
す

首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道

大
栄
都
市
計
画
区
域
の
都
市
計
画
道

路
で
あ
る
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道

（
大
栄
〜
横
芝
間
）の
都
市
計
画
の
素
案

が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
今
後
、
皆
さ
ん

か
ら
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら
都
市
計
画

案
を
作
成
す
る
た
め
、
素
案
を
縦
覧
し
、

併
せ
て
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
期
間
＝
５
月
16
日（
火
）〜
30
日（
火
）

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

●
時
間
＝
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

●
場
所
＝
市
都
市
計
画
課（
市
役
所
５

階
）、
県
都
市
計
画
課（
県
庁
７
階
）

●
内
容
＝
道
路
の
変
更（
県
決
定
）

●
日
時
＝
６
月
17
日（
土
）
午
後
２
時
〜

４
時
。
な
お
、
公
述
人
が
い
な
い
場

合
は
、
公
聴
会
を
中
止
し
ま
す

●
場
所
＝
大
栄
公
民
館（
旧
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
）２
階
研
修
室

●
公
述
人
の
資
格
＝
大
栄
都
市
計
画
区

域
内（
旧
大
栄
町
）に
住
所
が
あ
る
人

お
よ
び
利
害
関
係
が
あ
る
人（
法
人
を

含
む
）

●
公
述
の
申
し
出
の
方
法
＝
公
述
を
希

望
す
る
人
は
、
公
述
申
出
書
に
住

所
・
氏
名
な
ど
を
記
載
し
、
述
べ
よ

公
聴
会
の
開
催

素
案
の
縦
覧

※
く
わ
し
く
は
市
都
市
計
画
課（
1
20

‐
１
５
６
０
）ま
た
は
県
都
市
計
画

課（
1
０
４
３
‐
２
２
３
‐
３
３
７

６
）へ
。
な
お
、
公
聴
会
当
日
の
問

い
合
わ
せ
は
大
栄
公
民
館（
1
０
４

７
８
‐
73
‐
７
０
７
１
）へ
。

う
と
す
る
意
見
の
要
旨
を
添
え
て
、

市
都
市
計
画
課
に
提
出（
公
述
申
出
書

の
様
式
は
同
課
に
あ
り
ま
す
）

●
公
述
申
出
書
の
提
出
期
間
＝
５
月
16

日（
火
）〜
30
日（
火
）（
郵
送
の
場
合
は

提
出
期
間
の
最
終
日
の
消
印
の
あ
る

も
の
ま
で
有
効
）

●
公
述
人
の
選
定
＝
希
望
者
が
多
い
場

合
は
抽
選
を
行
い
、
結
果
を
通
知
し

ま
す

●
公
聴
会
の
傍
聴
＝
傍
聴
を
希
望
す
る

人
は
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い

（
先
着
順
の
た
め
、
満
員
の
場
合
は
お

断
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
）

貸
借
抵
当
権
設
定
契
約（
以
下
、
金
消

契
約
と
い
う
）前
年
の
合
計
収
入
額
が

８
０
０
万
円
以
下

〇

給
与
以
外
の
所
得
の
あ
る
人
は
、
金

消
契
約
前
年
の
合
計
所
得
が
６
０
０

万
円
以
下

〇

当
初
借
入
金
利
が
２
％
を
超
え
て
い
る

●
申
込
期
間
＝
金
融
公
庫
と
の
金
消
契

約
後
６
カ
月
以
内（
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
場
合
は
１
年
以
内
）

●
利
子
補
給
率
＝
当
初
金
利
マ
イ
ナ
ス

２
％（
た
だ
し
１
％
限
度
）

●
利
子
補
給
額
＝
年
末
融
資
残
高（
１
、

０
０
０
万
円
を
限
度
）×
利
子
補
給

率
×
２
分
の
１（
５
年
間
補
給
）

公
庫
利
用
で
も
、
年
金
融
資
、
財
形

融
資
、
リ
フ
ォ
ー
ム
融
資
、
フ
ラ
ッ
ト

35
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

19
日
か
ら

受
け
付
け
を
開
始

い
ず
み
聖
地
公
園
の
返
還
墓
地

登
録
さ
れ
、
市
内
に
１
年
以
上
（
５

月
１
日
現
在
）住
ん
で
い
る
人
で
、
親

族
の
焼
骨
を
持
っ
て
い
る
人

●
申
込
場
所
と
抽
選
会
場
＝
い
ず
み
聖

地
公
園
管
理
事
務
所（
東
和
泉
６
５

５
）

●
申
し
込
み
方
法
＝
希
望
す
る
区
画
を

決
め
、
管
理
事
務
所
に
用
意
し
て
あ

る
所
定
の
用
紙
で

●
申
込
期
間
＝
５
月
19
日（
金
）〜
21
日

（
日
）ま
で
の
３
日
間

●
受
付
時
間
＝
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

（
21
日（
日
）は
午
後
３
時
ま
で
）

●
申
し
込
み
時
に
必
要
な
も
の
＝
印
鑑

と
埋
葬
許
可
証

●
募
集
区
画
＝
４
㎡
芝
生
墓
地
２
区
画
、

４
㎡
普
通
墓
地
２
区
画
、
５
㎡
普
通

墓
地
１
区
画
、
６
㎡
普
通
墓
地
２
区

画
●
区
画
の
決
定
＝
希
望
区
画
の
申
し
込

み
が
重
複
し
た
場
合
は
抽
選
。
抽
選

後
、
書
類
審
査
を
行
い
、
使
用
区
画

を
決
定

●
抽
選
日
＝
５
月
21
日（
日
）
午
後
３
時

30
分
か
ら

●
料
金
の
区
分
＝「
永
代
使
用
料
」（
墓
地

は
分
譲
で
は
な
く
永
久
に
お
貸
し
す

る
も
の
で
す
）と「
管
理
料
」を
負
担

●
永
代
使
用
料
＝
30
万
円
〜
61
万
２
、

０
０
０
円（
墓
地
の
種
類
お
よ
び
面
積

に
よ
り
使
用
料
が
違
い
ま
す
）

●
管
理
料（
単
年
ま
た
は
６
年
度
分
前
納

の
ど
ち
ら
か
を
選
択
）

〇

芝
生
墓
地
＝
単
年
度
５
、８
８
０
円
、

６
年
度
分
前
納
２
９
、４
０
０
円

〇

４
㎡
普
通
墓
地
＝
単
年
度
３
、３
６
０

円
、
６
年
度
分
前
納
１
６
、８
０
０
円

〇

５
㎡
普
通
墓
地
＝
単
年
度
４
、２
０
０

円
、
６
年
度
分
前
納
２
１
、０
０
０
円

〇

６
㎡
普
通
墓
地
＝
単
年
度
５
、０
４
０

円
、
６
年
度
分
前
納
２
５
、２
０
０
円
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ベルタ百貨店前「おまつり通り」です。
※イベント出演・テナント出店に関
するお問い合わせは、問い合わせ
内容・連絡先を明記し、成田ふる
さとまつり運営委員会事務局
（FAX26-9516）へ。 大勢の人でにぎわうおまつり通り
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せ

5月の水道水の排水作業日程
水道部では水質維持のため、次のとおり水道水の排水作業を行います。
予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますのでご了承ください。
なお、受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置をお願いします。

※くわしくは市水道部工務課（122-0269）へ。

作業日 予定地区 予定時間
5月08日（月） 並木町（大久保台・野沢台・成瀬台・ウルシ台）地区
5月09日（火） 並木町（沢山・二本松）、不動ヶ岡地区
5月10日（水） 飯田町、飯仲地区

午後11時

翌午前5時
〜

委
託
を
受
け
た
業
者
が

交
換
に
伺
い
ま
す

水
道
メ
ー
タ
ー
の
交
換

電
話
予
約
で

土
・
日
に
も
受
け
取
れ
ま
す

諸
証
明
の
休
日
交
付

平
日
、
市
役
所
へ
来
ら
れ
な
い
人
は
、

電
話
予
約
に
よ
り
、
住
民
票
や
納
税
証

明
な
ど
の
諸
証
明
書
類
を
土
・
日
曜
日

に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
予
約
受

け
付
け
は
支
所
で
も
行
い
ま
す
が
、
受

け
取
り
は
本
庁
・
中
央
公
民
館
の
み
で

す
）。電

話
で
担
当
課
に
交
付
の
予
約
を
し

て
く
だ
さ
い
。
必
要
な
人
の
住
所
・
氏

名
・
受
け
取
る
場
所
・
時
間
な
ど
を
伺

い
ま
す
。

●
受
付
日
時
＝
月
〜
金
曜
日（
祝
日
、
年

末
年
始
は
除
く
）
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時（
金
曜
日
は
午
後
３
時
ま

で
）

交
付
場
所
で
申
請
書
に
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、

交
付
し
ま
す
。

●
交
付
日
時
＝
土
・
日
曜
日（
祝
日
、
年

末
年
始
は
除
く
）
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時

●
交
付
場
所
＝
市
役
所
守
衛
室（
市
役
所

地
下
１
階
）、
中
央
公
民
館

●
手
数
料
＝
１
通
３
０
０
円
。
無
料
の

交
付
方
法

予
約
方
法

※
交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
本
人
で
あ

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の（
運
転

免
許
証
や
健
康
保
険
証
な
ど
）を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
く
わ
し
く
は
担

当
課
へ
。

水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
に
よ
り

使
用
期
間
が
８
年
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
使
用
期
間
が
満
了
と

な
る
水
道
メ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
、
順
次

交
換
を
行
っ
て
い
ま
す
。
該
当
す
る
家

庭
や
事
業
所
な
ど
に
市
か
ら
の
委
託
を

受
け
た
業
者
が
交
換
作
業
に
伺
い
ま
す

の
で
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※
交
換
作
業
は
無
料
で
す
。
く
わ
し
く

は
市
水
道
部
工
務
課（
1
22
‐
０
２

６
９
）へ
。

も
の
も
あ
り
ま
す（
く
わ
し
く
は
担
当

課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
）

●
市
民
課（
1
20
‐
１
５
２
５
）

住
民
票
、
住
所
証
明

●
税
務
課（
1
20
‐
１
５
１
３
）

納
税
証
明
、
課
税
証
明
、
所
得
証
明
、

非
課
税
証
明
、
所
得
等
証
明（
児
童
手
当

用
・
扶
養
手
当
用
・
奨
学
生
用
）、
法
人

住
所
証
明

●
資
産
税
課（
1
20
‐
１
５
１
４
）

評
価
証
明
、
資
産
証
明
、
公
課
証
明
、

記
載
事
項
証
明

交
付
で
き
る
書
類

回
収
し
て

リ
サ
イ
ク
ル
し
て
い
ま
す

農
業
用
廃
ビ
ニ
ー
ル
の
処
理

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
で
不
用
に
な

っ
た
使
用
済
み
の
農
業
用
ビ
ニ
ー
ル
資

材
は
産
業
廃
棄
物
で
す
。
こ
れ
ら
を
野

焼
き
・
不
法
投
棄
す
る
こ
と
は
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
成
田
市
農
業
用

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
対
策
協
議
会
で
は
、

※
回
収
時
期
な
ど
く
わ
し
く
は
農
政
課

（
1
20
‐
１
５
４
１
）、
下
総
支
所
農

産
土
木
課（
1
96
‐
１
１
１
２
）、
大

栄
支
所
農
産
土
木
課（
1
０
４
７
８
‐

73
‐
８
０
６
３
）ま
た
は
Ｊ
Ａ
成
田
市

営
農
課
園
芸（
1
36
‐
１
５
４
１
）へ
。

注
意
報
が
出
た
ら

気
を
付
け
て

光
化
学
ス
モ
ッ
グ

自
動
車
の
排
出
ガ
ス
や
工
場
の
ば
い

煙
に
含
ま
れ
る
窒
素
酸
化
物
や
炭
化
水

素
が
、
太
陽
か
ら
の
強
い
紫
外
線
を
受

け
る
と
光
化
学
反
応
を
起
こ
し
、
光
化

学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
を
発
生
さ
せ
ま
す
。

気
温
が
高
く
、
風
が
弱
い
と
き
に
は
、

こ
の
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
が
局
所
的

に
集
中
し
、
白
く
モ
ヤ
が
か
か
っ
た
様

な
状
態
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
が
発

生
し
や
す
い
季
節
に
な
り
ま
す
。
光
化

学
ス
モ
ッ
グ
注
意
報
が
出
た
ら
、
な
る

べ
く
屋
外
に
出
な
い
よ
う
に
し
、
ま
た

屋
外
で
の
過
度
な
運
動
は
避
け
て
く
だ

さ
い
。

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に
よ
り
目
や
の
ど

の
痛
み
、
息
を
吸
う
の
が
苦
し
く
な
る

な
ど
の
症
状
が
出
た
場
合
は
、
き
れ
い

な
水
で
洗
眼
を
す
る
、
よ
く
う
が
い
を

す
る
、
胸
元
を
広
げ
涼
し
い
と
こ
ろ
で

安
静
に
す
る
な
ど
の
応
急
処
置
を
し
て

く
だ
さ
い
。
応
急
処
置
で
治
ら
な
い
と

き
は
、
医
師
の
治
療
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
1
20
‐

１
５
３
２
）へ
。

処
理
に
困
っ
て
い
る
農
業
用
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
す
る
た
め
に
、

地
区
ご
と
に
回
収
を
行
っ
て
い
ま
す
。

回
収
・
処
理
を
希
望
す
る
農
家
の
人

は
、
事
前
に
登
録
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
回
収
の
際
に
は
リ
サ
イ
ク
ル
に

適
し
た
荷
造
り
ル
ー
ル
を
き
ち
ん
と
守

り
ま
し
ょ
う
。

回
収
で
き
る
対
象
に
つ
い
て
は
次
の

と
お
り
で
す
。

●
回
収
対
象
＝
農
業
用
廃
ビ
ニ
ー
ル
・

農
業
用
廃
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
・
肥
料

袋
・
梨
用
防
災
網（
育
苗
箱
・
保
温
マ

ッ
ト
・
あ
ぜ
シ
ー
ト
・
ブ
ル
ー
シ
ー

ト
な
ど
は
回
収
対
象
外
で
す
）
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心の健康、応援します

困りごと・悩みごと相談室
一人で悩んでいないで相談してみませんか？

毎日の生活の中で、疑問に思っていること、だれかに相談したい
と思っていることはありませんか。市などでは、そんなあなたの要
望に応え、各種相談を行います。相談は無料で秘密は厳守されま
す。この機会に日ごろ感じている疑問や悩みを解消してみてはいか
がですか。

相　談　名 期　日 時　間 場　所 問い合わせ先

市民生活相談（家事・民事） 月・木曜日 09：00～16：00 市役所2階相談室

法律相談（予約制・市内在住の人）
水曜日 13：00～16：00 〃

（裁判所で係争中の事件は除く）

もめごと・なやみごと・苦情相談
22日（月） 10：00～15：00 市役所2階201会議室

（人権・行政相談）

不動産相談 16日（火） 10：00～12：00 〃

税務相談 16日（火） 10：00～15：00 市役所2階相談室

外国人相談（英語・中国語・
11日（木）・25日（木）13：00～16：00 市役所2階201会議室

スペイン語・ポルトガル語）

市民よろず相談 20日（土） 13：00～16：00 イオン成田SC
県行政書士会印旛支部
作田義美さん123-3286

税務支援センター
10日（水）・24日（水）10：00～15：00

県税理士会成田支部 県税理士会成田支部
（予約制） （飯田町157-4） 128-0931

司法書士法律相談 17日（水） 18：00～20：00 保健福祉館本館
県司法書士会佐倉支部
石井滋さん120-1810

女性就業（内職）相談 水・金曜日
10：00～16：00

市役所2階 商工観光課122-1111
（来所前に要電話） （31日は除く） 女性就業相談室 内線2724

高年齢者職業相談 月～金曜日 08：30～17：00
市役所2階 商工観光課122-1111
高年齢者職業相談室 内線2725

消費生活相談 月～金曜日 10：00～16：00
消費生活センター 消費生活センター
（市役所2階） 123-1161

年金相談 水曜日 10：00～15：00 市役所1階相談室 保険年金課120-1526

交通事故相談 2日（火） 10：00～15：00 市役所4階402会議室 交通防犯課120-1527

木曜日 10：00～15：00 保健福祉館本館会議室

心配ごと相談 12日（金） 10：00～15：00 下総地域福祉センター 社会福祉協議会127-7755

19日（金） 10：00～15：00 大栄地域福祉センター

酒害相談 18日（木） 09：00～12：00 保健福祉館本館会議室 〃

家庭児童相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所1階家庭児童相談室 児童家庭課120-1538

戦没者遺族相談 22日（月） 10：00～15：00 市役所1階相談室 社会福祉課120-1536

健康体力相談 2日（火） 09：00～12：00 市体育館 市体育館126-7251

就学相談（予約制） 月・火・木曜日 09：00～17：00 市役所5階会議室 教育指導課120-1582

教育相談（予約制） 火曜日 09：00～16：00 成田市教育センター 教育センター120-2922

教育相談（不登校相談も） 月～金曜日 09：00～16：00 成田市ふれあいるーむ21 教育相談室120-1414

市民支援課市民相談室
120-1507
※法律相談6月分は、5月
31日（水）から予約を受
け付けます。


